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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 15年 8月 28日 (2003.8.28)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
遊 技 者 が 所 定 の 遊 技 を 行 う こ と が 可 能 な 遊 技 機 で あ っ て 、
遊 技 機 に 設 け ら れ て い る 電 気 部 品 を 制 御 す る た め の 制 御 手 段 と 、
前 記 電 気 部 品 の 制 御 に 関 わ り 変 動 す る 制 御 デ ー タ を 遊 技 機 へ の 電 力 供 給 停 止 時 に も 保 持 可
能 な 変 動 デ ー タ 記 憶 手 段 と 、
遊 技 機 で 使 用 を 監 視

電 源 監 視 手 段 と 、
前 記 制 御 手 段 に 対 し て 作 動 の 許 容 と 作 動 の 停 止 と を 示 す リ セ ッ ト 信 号 を 供 給 す
る リ セ ッ ト 信 号 作 成 手 段 と を 備 え 、
前 記 制 御 手 段 は 、 前 記 電 源 監 視 手 段

電 力 供 給 停 止 準 備 処 理 を 、
前 記 リ セ ッ ト 信 号 作 成 手 段 は 、

作 動 の 停 止 を 示 す 状 態 に し た 後 、

作 動 の 許 容 を 示 す 状 態 に す る
こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。
【 請 求 項 ２ 】

さ れ る 電 源 電 圧 し 、 該 電 源 電 圧 が 第 １ の 電 圧 と な っ た こ と を 検 出 し た
と き に 検 出 信 号 を 出 力 す る 第 １ の

の い ず れ か

第 １ の か ら の 前 記 検 出 信 号 の 入 力 に 応 じ て 変 動 デ ー タ
記 憶 手 段 の 記 憶 内 容 が 正 常 で あ る か 否 か を 診 断 す る た め の チ ェ ッ ク デ ー タ を 生 成 し て 当 該
変 動 デ ー タ 記 憶 手 段 に 保 存 す る 処 理 を 含 む 前 記 実 行 し

遊 技 機 で 使 用 さ れ る 電 源 電 圧 を 監 視 し 、 前 記 電 源 電 圧 が 前 記 第 １ の 電 圧 よ り も 低 い 第 ２ の
電 圧 と な っ た こ と を 検 出 す る 第 ２ の 電 源 監 視 手 段 と 、 前 記 電 源 電 圧 が 前 記 第 ２ の 電 圧 よ り
も 低 い 第 ３ の 電 圧 と な っ た こ と を 検 出 す る 第 ３ の 電 源 監 視 手 段 と を 含 み 、
　 前 記 第 ２ の 電 源 監 視 手 段 に よ り 前 記 電 源 電 圧 が 前 記 第 ２ の 電 圧 を 下 回 っ た こ と を 検 出 し
た と き に リ セ ッ ト 信 号 の 状 態 を 前 記 制 御 手 段 の 作 動 の 停 止 を 示 す 状 態 に し 、 前 記 制 御 手 段
の 前 記 電 源 電 圧 が 第 ３ の 電 圧 に ま で 低 下 し た こ と を 前 記
第 ３ の 電 源 監 視 手 段 に よ り 検 出 す る こ と な く 、 前 記 第 ２ の 電 源 監 視 手 段 に よ り 前 記 第 ２ の
電 圧 に 回 復 し た こ と を 検 出 し た と き は 、 さ ら に 前 記 リ セ ッ ト 信 号 の 状 態 を 前 記 制 御 手 段 の

制 御 手 段 は 、
電 力 供 給 開 始 時 に チ ェ ッ ク デ ー タ に も と づ い て 変 動 デ ー タ 記 憶 手 段 の 記 憶 内 容 が 正 常 で あ
る か 否 か の 判 定 を 行 う 判 定 手 段 と 、
　 前 記 判 定 手 段 の 判 定 結 果 が 正 常 で あ る と き に は 前 記 変 動 デ ー タ 記 憶 手 段 に 保 持 さ れ て い
る 保 持 デ ー タ に も と づ い て 制 御 を 再 開 さ せ る 遊 技 状 態 復 旧 処 理 を 実 行 し 、 前 記 判 定 手 段 の



請 求 項 １ 記 載 の 遊 技 機 。
【 請 求 項 ３ 】
リ セ ッ ト 信 号 作 成 手 段 は 、 リ セ ッ ト 信 号 を 、 断 続 的 に ２ 回 、 作 動 の 許 容 を 示 す 状 態 に す る
こ と が 可 能 で あ る

の 遊 技 機 。
【 請 求 項 ４ 】
制 御 手 段 の う ち に は 遊 技 進 行 を 制 御 す る 遊 技 制 御 手 段 が あ り 、
前 記 遊 技 制 御 手 段 が 電 力 供 給 停 止 準 備 処 理 を 実 行 す る

の 遊 技 機 。
【 請 求 項 ５ 】
制 御 手 段 の う ち に は 遊 技 者 に を 付 与 す る 制 御 を 行 う 価 値 付 与 制 御 手 段 が あ り 、
前 記 価 値 付 与 制 御 手 段 が 電 力 供 給 停 止 準 備 処 理 を 実 行 す る

の 遊 技 機 。
【 請 求 項 ６ 】
遊 技 進 行 を 制 御 す る 遊 技 制 御 手 段 が 搭 載 さ れ た 遊 技 制 御 基 板 と 、 前 記 遊 技 制 御 手 段 以 外 の
制 御 手 段 が 搭 載 さ れ た １ つ 以 上 の 電 気 部 品 制 御 基 板 を 備 え 、
リ セ ッ ト 信 号 作 成 手 段 は 、 前 記 電 気 部 品 制 御 基 板 を 作 動 状 態 に し た 後 に 前 記 遊 技 制 御 基 板
を 作 動 状 態 に す る

の 遊 技 機 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ５ 】
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
本 発 明 に よ る 遊 技 機 は 、 遊 技 者 が 所 定 の 遊 技 を 行 う こ と が 可 能 な 遊 技 機 で あ っ て 、 遊 技 機
に 設 け ら れ て い る 電 気 部 品 を 制 御 す る た め の 制 御 手 段 と 、 電 気 部 品 の 制 御 に 関 わ り 変 動 す
る 制 御 デ ー タ を 遊 技 機 へ の 電 力 供 給 停 止 時 に も 保 持 可 能 な 変 動 デ ー タ 記 憶 手 段 と 、 遊 技 機
で 使 用 を 監 視

電 源 監 視 手 段 と 、 制 御 手 段 に 対 し て 作 動 の 許 容 と 作 動 の 停 止 と
を 示 す リ セ ッ ト 信 号 を 供 給 す る リ セ ッ ト 信 号 作 成 手 段 と を 備 え 、 制 御 手 段 は 、

電 源 監 視 手 段

電 力 供 給 停 止 準 備 処 理 を 、 リ セ ッ ト 信 号 作 成 手 段 は 、

作 動 の 停 止 を 示 す 状 態 に し た 後 、

作 動 の 許 容
を 示 す 状 態 に す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ６ 】
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判 定 結 果 が 正 常 で な い と き に は 初 期 化 処 理 を 実 行 す る 電 力 供 給 開 始 時 処 理 手 段 と を 有 す る

請 求 項 １ ま た は 請 求 項 ２ 記 載

請 求 項 １ な い し 請 求 項 ３ 記 載

価 値

請 求 項 １ な い し 請 求 項 ４ 記 載

請 求 項 １ な い し 請 求 項 ５ 記 載

さ れ る 電 源 電 圧 し 、 電 源 電 圧 が 第 １ の 電 圧 と な っ た こ と を 検 出 し た と き に 検
出 信 号 を 出 力 す る 第 １ の の
い ず れ か 第
１ の か ら の 検 出 信 号 の 入 力 に 応 じ て 変 動 デ ー タ 記 憶 手 段 の 記 憶 内 容 が 正 常 で
あ る か 否 か を 診 断 す る た め の チ ェ ッ ク デ ー タ を 生 成 し て 当 該 変 動 デ ー タ 記 憶 手 段 に 保 存 す
る 処 理 を 含 む 実 行 し 遊 技 機 で 使 用 さ
れ る 電 源 電 圧 を 監 視 し 、 電 源 電 圧 が 第 １ の 電 圧 よ り も 低 い 第 ２ の 電 圧 と な っ た こ と を 検 出
す る 第 ２ の 電 源 監 視 手 段 と 、 電 源 電 圧 が 第 ２ の 電 圧 よ り も 低 い 第 ３ の 電 圧 と な っ た こ と を
検 出 す る 第 ３ の 電 源 監 視 手 段 と を 含 み 、 第 ２ の 電 源 監 視 手 段 に よ り 電 源 電 圧 が 第 ２ の 電 圧
を 下 回 っ た こ と を 検 出 し た と き に リ セ ッ ト 信 号 の 状 態 を 制 御 手 段 の 作 動 の 停 止 を 示 す 状 態
に し 、 制 御 手 段 の 電 源 電 圧 が 第 ３ の 電 圧 に ま で 低 下 し た
こ と を 第 ３ の 電 源 監 視 手 段 に よ り 検 出 す る こ と な く 、 第 ２ の 電 源 監 視 手 段 に よ り 第 ２ の 電
圧 に 回 復 し た こ と を 検 出 し た と き は 、 さ ら に リ セ ッ ト 信 号 の 状 態 を 制 御 手 段 の



【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ７
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】

【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ８
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】

【 手 続 補 正 ６ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ９
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】

【 手 続 補 正 ７ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ １
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】

【 手 続 補 正 ８ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ３
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ３ 】
制 御 手 段 の う ち に は 遊 技 者 に を 付 与 す る 制 御 を 行 う 価 値 付 与 制 御 手 段 が あ り 、 価 値 付
与 制 御 手 段 が 電 力 供 給 停 止 準 備 処 理 を 実 行 す る よ う に 構 成 さ れ て い て も よ い 。 な お 、 価 値
と は 、 入 賞 等 の 所 定 の 条 件 成 立 に 応 じ て 遊 技 者 に 払 い 出 さ れ る 遊 技 球 ， コ イ ン 等 の 遊 技 媒
体 や 、 入 賞 等 の 所 定 の 条 件 成 立 に 応 じ て 遊 技 者 に 付 与 さ れ る 得 点 等 の こ と で あ る 。
【 手 続 補 正 ９ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ２ ７ ０
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ２ ７ ０ 】
【 発 明 の 効 果 】
以 上 の よ う に 、 本 発 明 に よ れ ば 、 遊 技 機 を 、
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制 御 手 段 が 、 電 力 供 給 開 始 時 に チ ェ ッ ク デ ー タ に も と づ い て 変 動 デ ー タ 記 憶 手 段 の 記 憶 内
容 が 正 常 で あ る か 否 か の 判 定 を 行 う 判 定 手 段 と 、 判 定 手 段 の 判 定 結 果 が 正 常 で あ る と き に
は 変 動 デ ー タ 記 憶 手 段 に 保 持 さ れ て い る 保 持 デ ー タ に も と づ い て 制 御 を 再 開 さ せ る 遊 技 状
態 復 旧 処 理 を 実 行 し 、 判 定 手 段 の 判 定 結 果 が 正 常 で な い と き に は 初 期 化 処 理 を 実 行 す る 電
力 供 給 開 始 時 処 理 手 段 と を 有 す る 構 成 と さ れ て い て も よ い 。

価 値

遊 技 者 が 所 定 の 遊 技 を 行 う こ と が 可 能 な 遊 技
機 で あ っ て 、 遊 技 機 に 設 け ら れ て い る 電 気 部 品 を 制 御 す る た め の 制 御 手 段 と 、 電 気 部 品 の
制 御 に 関 わ り 変 動 す る 制 御 デ ー タ を 遊 技 機 へ の 電 力 供 給 停 止 時 に も 保 持 可 能 な 変 動 デ ー タ
記 憶 手 段 と 、 遊 技 機 で 使 用 さ れ る 電 源 電 圧 を 監 視 し 、 電 源 電 圧 が 第 １ の 電 圧 と な っ た こ と



よ う に 構 成 し た の で 、 停 電 等 の 発 生 時 に 遊 技 状 態 を
保 存 す る よ う に 構 成 さ れ た 遊 技 機 に お い て 、 ご く 短 時 間 の 電 源 瞬 断 等 が 生 じ て も 所 定 の リ
セ ッ ト 信 号 が 制 御 手 段 に 与 え ら れ る の で 、 制 御 状 態 に 支 障 を 来 す こ と を 防 止 で き る 効 果 が
あ る 。

【 手 続 補 正 １ ０ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ２ ７ １
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】

【 手 続 補 正 １ １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ２ ７ ２
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】

【 手 続 補 正 １ ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ２ ７ ３
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】

【 手 続 補 正 １ ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ２ ７ ４
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】

【 手 続 補 正 １ ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ２ ７ ６
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】
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を 検 出 し た と き に 検 出 信 号 を 出 力 す る 第 １ の 電 源 監 視 手 段 と 、 制 御 手 段 に 対 し て 作 動 の 許
容 と 作 動 の 停 止 と の い ず れ か を 示 す リ セ ッ ト 信 号 を 供 給 す る リ セ ッ ト 信 号 作 成 手 段 と を 備
え 、 制 御 手 段 は 、 第 １ の 電 源 監 視 手 段 か ら の 検 出 信 号 の 入 力 に 応 じ て 変 動 デ ー タ 記 憶 手 段
の 記 憶 内 容 が 正 常 で あ る か 否 か を 診 断 す る た め の チ ェ ッ ク デ ー タ を 生 成 し て 当 該 変 動 デ ー
タ 記 憶 手 段 に 保 存 す る 処 理 を 含 む 電 力 供 給 停 止 準 備 処 理 を 実 行 し 、 リ セ ッ ト 信 号 作 成 手 段
は 、 遊 技 機 で 使 用 さ れ る 電 源 電 圧 を 監 視 し 、 電 源 電 圧 が 第 １ の 電 圧 よ り も 低 い 第 ２ の 電 圧
と な っ た こ と を 検 出 す る 第 ２ の 電 源 監 視 手 段 と 、 電 源 電 圧 が 第 ２ の 電 圧 よ り も 低 い 第 ３ の
電 圧 と な っ た こ と を 検 出 す る 第 ３ の 電 源 監 視 手 段 と を 含 み 、 第 ２ の 電 源 監 視 手 段 に よ り 電
源 電 圧 が 第 ２ の 電 圧 を 下 回 っ た こ と を 検 出 し た と き に リ セ ッ ト 信 号 の 状 態 を 制 御 手 段 の 作
動 の 停 止 を 示 す 状 態 に し 、 制 御 手 段 の 作 動 の 停 止 を 示 す 状 態 に し た 後 、 電 源 電 圧 が 第 ３ の
電 圧 に ま で 低 下 し た こ と を 第 ３ の 電 源 監 視 手 段 に よ り 検 出 す る こ と な く 、 第 ２ の 電 源 監 視
手 段 に よ り 第 ２ の 電 圧 に 回 復 し た こ と を 検 出 し た と き は 、 さ ら に リ セ ッ ト 信 号 の 状 態 を 制
御 手 段 の 作 動 の 許 容 を 示 す 状 態 に す る

ま た 、 電 源 の 監 視 に よ っ て 、 容 易 に 、 ご く 短 時 間 の 電 源 瞬 断 等 が 生 じ て も 制 御 状 態
に 支 障 を 来 さ な い よ う に す る こ と が で き る 。 ま た 、 リ セ ッ ト 信 号 作 成 手 段 は 、 確 実 に 電 源
監 視 手 段 よ り も 遅 れ て 電 源 電 圧 の 電 圧 低 下 を 検 出 す る こ と が で き 、 電 力 供 給 停 止 準 備 処 理
が 完 了 し た 後 に 制 御 手 段 を シ ス テ ム リ セ ッ ト す る こ と が で き る 。 さ ら に 、 電 源 復 旧 時 等 に
チ ェ ッ ク デ ー タ に も と づ い て デ ー タ が 破 壊 さ れ て い な い か ど う か チ ェ ッ ク す る よ う に 構 成
す る こ と が 可 能 に な り 、 保 存 さ れ る デ ー タ の 信 頼 性 を 向 上 さ せ る こ と が で き る 。
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